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v
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b
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p，

 fl.a
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9・ヨ画、
司郎

時

)， 

直
麻
、
皮
革
及
ヒ
毛
皮
-
一
一
就
テ
ハ
五
分
以
下
、
其
他
ノ
商
品
更
-
一
又
船
舶
及
ヒ
蓮
賃
ニ
就
テ
ハ
三
分
以
下
ノ
分
損
ハ
填
補
セ
ス
但
ソ

レ
カ
共
同
海
損
ナ
九
カ
叉
ハ
舶
舶
カ
坐
礁
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
一
一
在
ラ
ス
」

英
国
詮
券
に
お
け
る
他
の
諸
僚
項
が
す
べ
て
ロ
イ
下
瑚
誹
庄
の
輩
現
以
前
に
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
民
し
、
宮
町
営

P
E
D
E
S
が

同
詮
券
に
挿
入
さ
れ
た
の
は
こ
れ
ら
に
遅
れ
、
同
庖
が
す
で
に
ロ
ン
下
ン
海
上
保
除
取
引
の
中
心
市
場
と
し
て
特
別
の
意
義
を
有
す
る
に

一

〉

至
っ
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
僚
項
は
一
七
四
九
年
に
、
恐
ら
く
は
同
瑚
誹
庖
の
全
保
険
業
者
の
賛
成
を
得
て
、

(
註
二
〉

多
本
文
中
の
一
項
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ロ
イ
下
詮

、
(
註
一
)

し
か
し
未
だ
今
日
の
ロ
イ
ド
組
合
(
巴
。
可
仏

w

目
。
。

4
0
3同

ruロ
)
は
組
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

(
註
二
)

d
J
1同
日
間
H
M
H

担
白
血
吋
也
、
可
-
O
M
U
・
H
A
F
U
-

出

3
5
3ロ
E
H
S
を
分
解
す
る
と
三
保
項
叫
た
る
。
(
一
〉
は
の
2
p
m
m
Y
S
F
由
。
号
お
よ
び
由

g
白
は
そ
れ
が
共
同
海
損
で
あ

る
か
、
ま
た
枯
舶
が
坐
礁
し
た
場
合
の
外
は
分
損
は
金
一
く
こ
れ
を
負
播
し
た
い
特
約
で
あ
り
、
(
ニ
)
は

r
F
F目
白
白
目
お
よ
び
島
区
白
は
同
様
た
例
外
の
場
合
を
除
き
、

国
国
間
宮
♂
件
。

Z
2
9
r
s
-
y

五
分
以
下
の
小
損
害
は
こ
れ
を
負
撞
し
な
い
特
約
で
あ
り
、
(
一
二
)
そ
の

他
の
商
品
た
ら
び
に
船
舶
、
運
賃
は
ま
た
同
様
た
例
外
の
場
合
を
除
き
、
三
分
以
下
の
小
損
害
は
こ
れ
を
負
携
し
た
い
特
約
で
あ
る
。
さ

れ
ぽ
ま
た
こ
れ
等
を
分
類
し
て
(
一
〉
は
分
損
不
捲
保
の
特
約
で
あ
り
、
(
二
〉
お
よ
び
合
一
己
は
小
損
害
不
揖
保
の
特
約
と
た
す
こ
と

が
で
き
る
。
而
し
で
か
か
る
特
約
が
海
上
保
険
の
地
中
海
時
代
の
停
承
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
た
い
。
も
ん
だ
こ
れ
が
如
何
に
英
園
に

移
入
さ
れ
た
か
は
詳
か
で
た
い
が
、
最
初
に
分
損
不
捨
保
保
項
が
停
わ
り
、
衣
に
小
損
害
不
捲
保
僚
項
が
停
わ
A
J

た
こ
と
は
、
英
国
患
者

の
説
く
と
こ
ろ
で
総
応
。
か
く
し
て
い
わ
ゆ
る
特
別
約
款
、
と
し
て
必
要
に
臆
じ
個
え
に
で
4
F詮
券
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
先
に

2δi 

分
損
不
捻
保
お
よ
び
小
損
害
不
携
保
の
特
約
の
起
原



一
橋
論
叢
第
二
十
八
容

述
べ
た
よ
う
に
一
七
四
九
年
に
一
一
保
項
に
纏
め
ら
れ
て
、
鹿
島
書
き

さ
れ
る
に
至
。
た
と
い
う
の
が
本
僚
項
護
生
の
由
来
で
あ
従
兄
。
た
お

第一一二貌

と
し
て
官
イ
下
詮
拳
本
文
の
最
後
に
追
加
挿
入

(
民
自
民

H
O
E
D仏
HHB)

282 

m
X
0
2
5
の
設
く
と
こ
ろ
に
従
う
と
、
こ
の

呂
町
民

5
Eロ仏
C
R

挿
入
賞
時
に
お
け
る
ロ
イ
下
の
取
引
の
慣
習
に
上
れ
ぽ
、
分
損
叢
生
の
場
合
、
そ
の
五
分
ま
た
は
三
分
は
常
に
こ
れ
を
控
除
し
て
支
掛
う

(
註
一
ニ
)

と
と
と
た
づ
て
い
た
と
の
こ
主
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
故
護
生
の
場
合
に
損
害
に
劃
し
て
被
保
険
者
の
闘
心
を
保
た
し
め
ん
と
す
る
一
の

(
註
四
)

政
策
的
鹿
置
で
あ
づ
た
と
解
さ
れ
る
。
だ
が
本
僚
項
が
挿
入
さ
れ
て
か
ら
後
は
、
か
か
る
不
合
理
た
慣
行
、
す
な
わ
ち
絶
封
控
除
の
慣
行

性
殿
止
さ
れ
る
に
至

4
問
。
し
か
し
現
代
に
あ
う
て
も
こ
の
奮
ロ
イ
ド
の
慣
習
を
糟
承
し
た
特
別
約
款
、
い
わ
ゆ
る
吉
田
。
ロ
ロ
-
2
8
た

(
註
大
)

る
も
の
が
あ
れ
ノ
て
、
船
舶
に
生
じ
た
皐
猫
海
損
に
づ
い
て
は
三
分
は
如
何
な
る
事
故
に
因
る
場
合
で
も
こ
れ
を
負
捨
せ
ず
、
且
、
船
債
の

初
の
三
分
は
無
保
険
朕
態
に
置
く
こ

ξ
を
船
主
に
約
束
せ
し
め
る
こ
と
が
誠
一
付
。

(
註
一
)

∞け
2
0ロ
田
市
-
N
N
0
・

(
註
二
)

の
D
d
F
H
Y
H
4
p
u。
s
g
H
Y
M
N
O
O
如
き
も
同
様
な
推
測
を
下
し
て
い
る
。
た
だ
者
三
m
E
s
a
句
者
-oHU-H主
は
目
立
ao-
港
(
乙

の
港
は
十
七
世
記
に
お
け
る
植
民
地
貿
易
港
と
し
て
英
闘
に
て
最
も
柴
え
た
慮
で
あ
る
)
に
行
わ
れ
た
詮
券
、
い
わ
ゆ
る
切
ユ
田
Z--uC]山
口
可
(
同
芸
品
)

中
に
ロ
イ
ド
麓
券
の
原
型
と
息
わ
れ
る
冨
OECHPHHaHM容
が
あ
る
と
報
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
左
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
E

足。
g
C
H
P
E
r
H
S
L件目白

〆〉
m
B
E
ず

U
1
P
R凶ヴ
2
4司
g
ロ

5
0
〉
出
国
民
吋
邑

FHZ凶
〉
曲
面
白
HRmu
パ
門
町
内
主
宮
の
g
o
c同
Pロ可

F
C白血・

5
0円。∞
y
pロヴ
O
P口
〉
ヴ
胆
8
5
8件
。
同
〔
吋
司
C

HVCロ
ロ
仏
国
〕
切
出
同
。
S
F
k
r
E
S
P
H
山
口
の
8
0
C同
B
可
〉
5
5官
州
、
c
g
g
Z
Hロ
g
(回目指

E
g

】

V
O
C
E由旬
O
H
P
巳
・
J
3
0
〉目白ロ
B
a
s

k
r
m
g
B
E
r
g
E
8
3
C門
戸

口

2

8

3

5
肉

H
O
S司
会
由
民
口
町
宮
訟
w
w
w

本
僚
項
中
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
控
除
(
こ
れ
は
絶
針
的
控
除
)

は
手
筆
を
以
て
書
入
料
ら
れ
て
い
る
か
ち
、
そ
の
割
合
は
一
定
し
て
い
な
か
ヲ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
場
合
吉
円
8
0
0内
担

H
q
z
g
と
い
っ

て
い
る
か
ら
、
会
損
の
と
き
で
も
、
か
か
る
控
除
が
行
わ
れ
た
と
忠
わ
れ
る
が
、
何
故
こ
の
よ
う
な
整
除
を
行
っ
た
か
は
必
し
も
明
瞭
で
な
い
。
し

，、
伊

岬

L 

s 

'ア'

断 a
i 手

e
 

l

i

l

-

-

4
J以

rv也、
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か
し
恐
ら
〈
は
一
部
不
携
保
に
よ
っ
て
損
害
の
愛
生
に
封
す
る
被
保
険
者
の
関
心
を
強
化
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
マ
あ
ろ
う
。
け
だ
し
英
毅
傍
、
西

鞍
争
(
一
七
八
ニ
年
)
蛍
時
に
お
い
て
も
同
趣
旨
か
ら
ロ
ン
ド
シ
に
て
は
常
に
二
パ
ー
セ
ン
ト
控
除
。
特
別
約
款
が
一
般
に
挿
入
さ
れ
た
J

こ
と
が
あ

っ
た
か
ち
で
あ
る
(
当

g
r
o
p
吋
Z
Cユ
o
c
u
a
H
V
S岡
山
田
山

OH
〉
訟
8
5
8
8ロ
ミ
∞

N・同
Y
N
C
3。
そ
れ
は
必
も
か
く
と
し
て
本
僚
項
が
冨
。
吉
中

g目。
c
E
C
形
式
マ
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
五
分
を
超
過
し
な
い
(
ロ
イ
ド
詮
鼻
?
の
方
は
五
分
に
遣
し
な
い
)
分
損
は
負
婚
し
な
い
と
い

号
駄
に
お
い
て
ロ
イ

V
麓

券

の

冨

0
5
0
3
9
E
B
と
あ
る
程
度
吻
合
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
従
づ
て
本
文
に
お
い
て
逮
ぺ
た
遜
り
、
従
来
ロ
イ

V
の
保
険
取
引
に
お
い
て
個
別
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
分
損
不
捻
保
お
よ
び
小
損
害
不
携
保
の
特
約
が
十
八
世
犯
の
中
葉
ロ
イ
ド
鐙
然
本
文
中
。
一

像
表
と
な
る
に
際
し
、
あ
る
程
度
出
ユ
国
件
。
-
句
C
ロ
白
山
刊
の
悶
僚
項
を
参
照
し
て
そ
の
原
案
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
差
支
な
か
ろ
う
。

(
註
=
一
〉
よ

E

g
ヴ

g
ロ
由
民

D
H
B
o
a
z
;
g
p
gロ
c
Z
H
E
R
E
E
5
5
0
3
3
5
c
z
o
E
Z
E
σ
O
E
C
D
-
a
H
L
o
z
w回目回

r
s
g
a
ω
H
H
g
F
1
1
5
P
H
S
o
E
S白
色
。
ロ

C
2
Z
H
H
H
O
E
C
H
B仏
g
p
d匂
F
S
P目立
5
0片
付
。
仏
司

E
P
R
S
o
h
F
U
均四円口四ロ同・

2hpωHUOH

g
巳
・
(
宮

S
E
E
m
s
s
o
p
g
m
H
E
2
8
3
0ロ
S
。
伊

B
Cロロ
H
C同
吾
o
g
S吋和田
Y

担げ

g
-
Q
E
P
-
-
g由
。
田
宮
内
凶

E
5
8白
骨

D
8
5
0

pdoHPm0・
5
0
5色
町
ヨ
ユ
件
。
円
句
恒
三
世
間
同
Z
E
Uロ円。一

B
仏

S
F什
け
日
回
目
的
司

8
5
8
5
0
官
P口江口
0・ミ

(
ω
H
2
8♂
匂

-NN吋
戸
口
・
。
)
)

(
註
四
)

(
註
ご
〉
の
話
明
参
照
。

〉
門
出

c
c
E
m・唱
0
0
・
な
お
現
在
日
(
商
八
三

O
僚
)
、
濁
、
係
法
に
お
い
て
も
同
様
に
解
す
る
(
初
吉

O門
戸
，
u
ミ
・
同
否
。
吋
件
目
・

Nま
3
0
た

だ
フ
ラ
ン
ス

θ

貨
際
(
船
舶
普
遁
約
款
二
三
保
)
に
あ
っ
て
は
一
定
小
損
害
割
合
額
は
常
に
控
除
す
る
主
義
を
採
っ
て
い
る
が
(
な
お
本
論
前
編
に

(
詮
五
)

同
c
c
g
の
慣
習
参
照
)
、
と
れ
は
損
害
が
一
定
小
損
害
割
合
績
を
超
過
す
る
場
合
、
そ
の
金
額
、
だ
け
を
填
補
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

被
保
険
者
は
愛
生
し
た
損
害
額
が
該
小
損
害
額
に
不
足
す
る
と
き
、
こ
と
に
僅
か
に
不
足
ナ
る
と
き
は
と
れ
を
稽
大
し
て
保
険
者
の
責
任
を
生
ぜ
し

め
よ
万
と
企
て
る
倶
が
あ
る
か
ら
、
ー
か
か
、
る
不
正
行
鴛
を
防
止
せ
ん
が
た
あ
に
採
ら
れ
た
政
策
的
虎
置
で
あ
る
。

bmwAUCロ
BM『(の
-
D
B
E
g
S日円。仏
g

可申日{白骨血町，

HP口前
P円

m
g
q
〉
回
百
円
恒
国
口

O
冨

P片山片山
B
O
H∞
gwH}-HN品
)
は
爾
主
義
を
比
較
し
て
フ
ラ
ン
ス
主
義
を
優
れ
り
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
主

義
は
も
と
よ
り
上
越
の
遁
り
便
宜
的
自
も
の
で
あ
る
。
な
お
ブ
ラ
シ

W
に
お
い
て
と
白
小
損
害
割
合
を
吋
同
P
ロ
口
げ
山
田
町
と
曙
僻
し
て
お
り
、
英
図
に
お

分
一
岨
調
不
捻
保
お
よ
び
小
損
害
不
携
保
の
特
約
の
起
原

掲
げ
た
昔
。
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一

橋

論

叢

第
二
十
入
念

第
三
崎
郡

い
て
も
時
に
と
の
文
字
を
使
用
し
、
そ
し
て
特
に
と
れ
を
絶
叫
到
控
除
。
場
合
の
も
の
と
解
す
る
と
と
が
あ
る
が
ハ
例
え
ば
吟
o目
立
O
B
P
ロ
ハ
の
5
2
7

P
Rろ
匂
・
同
喧
品
目
司
COHOMYH#hF)、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
必
し
も
左
様
な
限
定
し
た
意
味
に
解
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
知
山
宮
ユ

ロ・

N吋品吋
U
N叶
血
∞
は
岡
，

HP目
。
立
問
。
を

-mm町
田
』
(
結
局
控
除
を
行
わ
な
い
場
合
の
も
の
)
と
ロ

C
E
dロ昨日
C目。ロ
0
(結
局
控
除
を
行
う
も
の
)
と
に
分
け

て
説
明
し
て
い
る
。
の
C
司
可

-
N
S
の
如
き
込
フ
ラ
ン
ス
詮
券
に
て
は
損
害
が
一
定
額
を
超
過
し
た
場
合
、
控
除
を
行
わ
な
い
で
填
補
す
る
時
に
は

E
B
Bヴ
Cロ
2
0
8
0
E
E
g
m
g
r
同
HPHH口
E
8
c
g
p山
由
主

g
E
8
3
な
る
文
句
を
使
用
し
、
同
様
な
場
合
整
除
し
て
填
補
す
る
と
き
に
は

E同
S
白・

岳山

8

8
£
c
c
g
忠
岱
出
向
件
。
)
な
る
文
句
を
使
用
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
貸
際
に
お
い
て
も
司
旨
ロ
ロ
立
回
目
な
る
文
字
を
使
用
す
る
が
、

と
れ
は
大
一
陸
前
越
の
よ
う
な
一
一
定
小
損
害
額
超
過
の
場
合
、
そ
の
全
額
支
挽
の
も
の
を
意
味
す
る
(
畑
出
口

J1mrEm出
口
虫
色
o
c
g口
F
o
m
o
o〈
O吋回一口げ
0・

2
出品川回目ロ
E
m
-
H
ω
a
u
岡
山
富
叩
吋
∞

-
U
1
3
0
な
お
匂
旨
国
各
佐
。
な
る
文
字
を
危
険
に
関
し
て
使
用
す
れ
ば
、
こ
れ
は
負
縫
危
険
除
外
の
意
味
を
有

ナ
る
。
例
え
ば

p
g
-
n
E
g
b
o国
立

z
c
g
a
o
mロ
E
O
B
ハ
戦
舎
危
険
除
外
)
と
い
う
よ
う
な
の
が
、
と
れ
で
あ
る
(
巴
宮
ユ
ロ

-Nm血
C
。

〉

E
C
C富
田
・
∞
∞

N・同・ロ・

(ω)・

(
鼓
占
ハ
)

0
4司
g
w
冨
R
E
O
H回
目
ロ
門
担
ロ
ロ
9
2
s
g
pロ仏

C
E口出。

ω
E
o
a・
同
∞
叩
。
唱
】
M-HNU・

(
註
七
)

冨伺
HHHOBロ
a
c
B
設
定
の
目
的
に
づ
い
て

ま
た
は
容
積
の
割
に
高
債
な
物
を

は
、
と
れ
は
人
K

が
特
に
消
耗
、
腐
敗
、
そ
の
他
航
海
中
損
害
を
豪
η
易
い
物
、

(
註
一
)

E
m
g
p
w
w
な
る
一
般
的
名
稽
で
保
険
に
付
す
る
こ
と
を
得
ざ
ら
し
め
る
に
あ
り
と
い
い
、
回
g
自
の
】
同
叩

m
4
X
U
4
m
口出

除
あ
る
種
商
品
の
性
質
が
必
然
的
に
保
険
者
の
責
任
を
加
重
た
ら
し
め
る
か
ら
、
か
か
る
結
果
を
除
去
し
、
ま
た
各
種
の
商
品
を
同
一
基

準
に
置
く
た
め
、
各
園
商
業
界
に
お
い
て
は
種
々
た
約
款
、
取
極
め
が
利
用

1
れ
る
に
至
っ
た
と
述
べ
て
一
時
記
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
保
障

者
の
免
責
と
保
険
料
率
と
の
均
衡
闘
係
か
ら
す
る
分
損
不
捨
保
ま
た
は
小
損
害
不
捨
保
約
款
の
意
義
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
が
か
る

約
款
の
制
定
を
必
要
た
ら
し
め
る
理
由
は
こ
れ
に
限
ら
た
い
こ
と
は
本
論
前
編
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
特
約
の
起
原
に
闘
し
て
述
べ
た
遁
り

護
生
の
動
機
と
し
て
右
の
理
由
を
崩
事
げ
た
の
は
、
営
時
は
こ
れ
必
の
僚
項
が
生
れ

で
あ
る
。
従
づ
て
賞
時
の
皐
者
が

居。

S
O
S口
仏
口
密

祖国J

ιb 〆

，-;/ 

-司・

i
i
r
h
p
i
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た
地
中
海
時
代
よ
り
も
保
険
取
引
の
方
法
が
比
較
的
進
歩
す
る
に
歪
タ
た
時
代
で
あ
れ
J

た
か
ら
、
特
に
こ
の
理
由
が
痛
切
に
感
じ
ら
れ
た

〈
詮
三
)

た
め
で
あ
ろ
う
。

(
註
一

)
ω
件
。
話
回
出
可

-
N
3・
こ
れ
は
一
感
分
損
不
捨
像
、
小
損
害
不
権
保
の
特
約
の
目
的
は
損
害
を
蒙
り
易
い
物
口
聞
を
一
般
的
名
穏
で
、
従
フ
て
ま

た
比
較
的
低
率
保
険
料
で
保
険
に
付
ナ
る
こ
と
を
禁
ず
る
に
あ
り
と
い
っ
て
い
る
よ
う
マ
あ
る
が
、
さ
ら
に
一
i

歩
選
ん
で
考
え
る
と
、
ま
た
取
引
毎

に
そ
の
物
品
の
名
稀
を
切
か
に
ナ
る
こ
と
は
手
数
が
か
か
り
、
時
に
脇
田
業
上
の
秘
密
を
漏
洩
す
る
倶
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る
場
合
に
は
特
に

J
E
m
c
c
a
w
-
な
る
一
般
的
名
穏
で
保
険
に
付
す
る
こ
と
を
得
し
め
る
と
と
も
に
、
損
害
が
後
生
し
た
と
き
は
、
そ
の
品
種
の
如
何
に
よ
り
保
険
者
を
し

て
そ
の
填
補
責
任
を
制
限
せ
し
め
よ
う
と
す
る
た
め
に
生
れ
た
も
の
で
あ
る
所
以
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
本
論
前
線
に
お
け
る
(
悶
)

附
設
参
照
。

(
註
二
)

回

g
oロ
宮
w

k

p

件同

g立
白
日

D
ロ
S
O
H
V
同日ロロ目立
0

0
同
日
ロ
庶
民

E
q
E
B
P片

山

B
E
E
S口口
o
g
N品・
HU
・ま
u
・

(
註
=
一
)

事
費
地
中
海
時
代
に
お
け
る
法
令
、
文
献
、
準
設
等
で
あ
っ
て
、
保
険
料
の
均
一
化
を
以
で
か
か
る
特
約
の
目
的
と
な
す
も
の
を
見
な
い
の

で
あ
る
o

も
ワ
と
も
そ
の
先
行
的
事
貨
の
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
迷
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今

に
掲
ら
れ
た
品
目
を
見
る
に
、

A
A
損
不
捨
保
の
項
に
穀
物
、
魚
、
盟
、
果
費
、

E

萎
粉
お
よ
び
種
子
が
あ
り
、
五

分
の
小
損
害
不
捨
保
の
項
に
砂
糖
、
煙
草
、
大
麻
、
亜
麻
、
皮
革
お
よ
び
毛
皮
が
あ
る
。
と
の
中
砂
糖
、
煙
草
、
皮
革
の
類
は
嘗
時
盛
ん

に
西
、
萄
の
中
南
米
属
領
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
果
賞
、
(
ラ
ム
酒
〉
の
如
き
は
西
班
牙
本
固
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
説
一
ケ

区
冊
目
。
目
白
色
HHg

嘗
時

F
O口
色
。
ロ
〉

g
c
gロの
P

H同。

us-

の
二
合
祉
お
主
び
ロ
イ
ド
以
外
の

(
註
二
)

ほ
S
H
O
Eロ
仏

HHE
中
の
列
拳
品
目
お
よ
び
分
類
も
以
上
、
と
大
同
小
異
巧
あ
づ
た
。
た
お
と
の
ロ
イ
下
の
民

3
5
H
P口
会
同
日
中
に
は
流
出
し

国
M

向。吋

HP口
問
。

H
V同

1ZP仲
間
リ
ロ
白
血
何

H
4
3
F刊
一
吋
血

が
定
め
て
い
た

285 

易
い
物
、
破
損
し
易
い
物
が
拳
ら
れ
て
い
た
い
の
は
、

か
か
る
品
物
に
づ
い
て
は
問
所
の
慣
習
と
し
て
舵
舶
が
坐
礁
し
て
そ
の
積
付
け
が

分
銭
不
権
保
お
ま
び
小
損
害
不
強
制
悼
の
特
約
の
起
原

/ 
/ 
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叢

第

十
J¥. 

増益

第
三
裁

J 

， 

円
品
位
三

v

.
枇
さ
・
れ
た
と
の
推
定
を
た
す
理
由
の
な
い
限
り
、
分
損
は
負
婚
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
経
時
間
界
の

286 

褒
展
に
み
れ
こ
れ
ら
の
品
目
は
少
数
に
過
ぎ
、
ま
た
各
莞
責
割
合
も
安
嘗
と
い
う
こ
と
を
得
ず
、
従
づ
て
本
保
項
設
定
の
趣
旨
を
十
分
に

濯
す
る
こ
と
の
不
能
た
の
は
見
易
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
か
、
新
に
こ
れ
を
訂
正
、
補
充
を
な
す
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
る

一
七
七
九
年
の
ロ
イ
下
組
合
の
決
議
に
よ
り
、
以
後
同
保
険
詮
品
俸
の
本
文
と
し
て
は
こ
れ
を
改
正
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、

特
別
約
款
を
以
て
こ
れ
を
た
す
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
後
に
述
べ
る
よ
う
た
当

-P-L・匂
-
F
?
】
・
。
・
等
の
特
別
約
款
が
案
出
さ
れ
た
所

Jr

，、A
、
4μ 以

で
あ
る
。

(
詮
一
)

い
わ
ゆ
る

E
D
S
に
よ
っ
て
職
入
さ
れ
た
も
の
マ
あ
る
(
巧

2Hap
匂
-
N
U
N
-
)

。

嘗
時
岡
、
。
ロ
向
。
ロ
〉
窓
口
話
回
口
四
お
よ
び
列
C
苫
』
阿

WHOFP口
問
。
が
使
用
し
て
い
た
保
険
慈
鼻
7
0

呂

O
B
O
Bロ仏国
B
を
見
る
に
、
そ
の
品
目

に
お
い
て
爾
者
と
も

2
5
を
五
分
の
小
損
害
不
携
保
保
項
に
加
え
て
い
た
の
と
(
本
文
胃
イ
ド
の
沓
慣
習
参
照
)
、
河
口
苫
一

HHNH口
HMgmH叩
の
方
に

(
註
ニ
)

お
い
て
げ
片
山

g
と

gず酔口口
C

と
が
分
損
不
捻
保
俊
市
到
の
方
へ
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
外
は
す
べ
て
、
ロ
イ

V
設
品
?
に
お
け
る
も
の
と
同
・
一
で
あ

る
(
巧
ユ

$
H
自
白

E
寺
匂
-
E
3
0
な
お
爾
舎
一
位
と
も
舵
舶
に
フ
い
て
一
一
一
分
の
小
損
害
不
携
保
を
規
定
し
て
い
た
が
、
運
賃
に
つ
い
て
は
宮
中

山
O
回
〉
田

E
Sロ
8
の
方
だ
け
が
同
様
な
兎
責
を
規
定
し
て
い
た

(
m
W
8
4
8∞匂・
N
N
P

同

-
p
u
。

(
註
一
一
口

ω
8
4
m
g
句・

N
5・

図
。
任
。

E
昆
-C-B
挿
入
の
営
時
ロ
イ
ザ
「
の
慣
習
と
し
て
流
出
し
易
い
物
品
、
破
損
し
易
い
物
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
積
載
船
舶
が
坐
礁

し
て
そ
の
積
付
が
凱
さ
れ
た
と
の
推
定
が
行
わ
れ
得
た
い
限
り
分
損
は
負
捨
し
た
い
と
い
う
取
扱
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
か
か
る

推
定
が
行
わ
れ
た
場
合
保
憤
者
は
そ
の
養
生
し
た
損
害
の
杢
額
を
填
補
し
た
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
普
通
の
航
海
に
必
然
的
た
も
の
、
所
謂

2
2
0
B
E
U『

O吋
昨
日
仏
O
H
g
w出
向
。
。
吋
ぴ
叶
白
pwhvmm
は
こ
れ
を
控
除
し
て
支
掛
づ
た
か
ど
う
か
に
づ
い
て
は
直
接
の
資
料
は
た
い
。
が
、

ゐ〆

， 

‘ 

郎

ノ

、J

‘ 

j
a

ザ

y . 

} 
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前
越
の
通
り
嘗
時
す
で
に
ほ
m
H
g
S
E
A
H
S
に
掲
げ
ら
れ
た
商
品
に
つ
い
て
一
定
割
合
の
絶
艶
控
除
の
慣
習
が
存
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

特
に
損
害
を
蒙
り
易
い
と
の
種
の
物
口
聞
に
づ
い
て
は
一
暦
こ
の
種
の
慣
行
の
存
在
を
推
定
せ
し
め
る
理
由
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現

〈
註
コ

在
の
英
園
曲
学
者
ま
た
は
責
務
家
は
こ
の
場
合
に
お
け
る
絶
調
的
控
除
を
認
め
て
い
る
が
、
と
の
こ
と
は
既
に
ぐ
巴
宮
、
旬
。
B
W
F
回
目
。
.

(
註
ニ
)

吋
目
的
。
ロ
等
の
諸
曲
学
者
の
唱
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
理
論
上
も
正
し
い
見
解
で
あ
る
。
友
お
と
の
普
通
の
漏
損
ま
た
は
破
損
の
割
合
一
は
、

.1 

商
品
の
種
類
と
航
酵
の
如
何
と
に
よ
り
必
し
も
一
定
し
て
い
た
い
が
、
そ
の
決
定
が
貴
際
上
困
難
で
あ
る
か
ら
、

の
割
合
額
を
定
め
て
い
る
。
例
え
ぽ
濁
逸
に
お
い
て
は
そ
の
第
八
六
僚
に
よ
り
金
属
製
容
器
に
入
れ
ら
れ
た
液
瞳
商
品
は
三
分
ま
で
、
そ

の
他
の
容
器
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
は
五
分
ま
で
を
以
て
普
通
の
損
害
と
看
倣
す
と
し
て
い
る
。
し
か
し
英
固
に
あ
づ
て
は
か
か
る
擬
制
は

(
設
一
ニ
)

設
け
ら
れ
て
い
た
い
。

一
般
諸
園
で
は
務
め
そ

(
註
一
)

M
M
o
o
-
o
]
Y
H
u
f
J
F
B
H
U
F
B
P
H
M
(の円
g
国営吋
O
)
H
Y
E
N
-
な
お
特
約
を
以
て
漏
損
ま
た
は
破
損
を
負
指
せ
し
め
た
と
き
は
、
異
常
の
性
質
を

有
し
な
い
こ
れ
ら
の
損
害
で
も
保
険
者
こ
れ
を
負
強
す
る
が
、
こ
の
場
合
そ
の
会
績
を
填
補
す
る
か
、
そ
れ
と
も
口
g
H
O
B
P
H可
C同
門

HHH向
。
色
目
。
司
宇

回
目
。
は
と
れ
を
控
除
じ
て
填
補
す
る
か
は
そ
の
特
約
の
内
容
如
何
に
係
り
、
例
え
ば
三
回
口
】
ロ
色
目
的
匹
。
ユ
伴
氏

-grpmH叩
ww
と
い
う
と
き
に
は

後
者
。
如
〈
解
し
、
三
回
口
-c門
出
口

m
p
o
江

田

r
c向
日

opwpm円
相
同
B
S
4司
F
P
8
4
0
H
n
p
c
g
p片
山
田

E
m
w
u
と
い
う
と
き
は
前
者
の
如
く
解
す
べ
き
も
の

と
せ
P
D
れ
る
(
サ
o自
立
O
B
m
w
p
(
の
8
0出
mwOHO)HV・
3
ω
)
。

(
註
二
)

本
論
前
編
参
照
。

ハ
匙
=
己

k
r
B
D昌
広
岡
上
。
も
っ
と
も
英
図
で
も
こ

E
】S
m
o
g
o
H口
叩
回
目
。
同
:
:
:
司
2

8
己
ョ
と
い
う
よ
う
な
特
約
が
入
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

と
と
に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
小
損
害
割
合

(
P
E口
Z
8
)
は
可
伊
ao
色
目
。
司
HHHMg
を
含
む
も
の
と
解
せ
ら
れ
る

(HMCCF
向
上
)

0

フ
ラ
ン
ス
に

281 
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お
い
て
は
一
八
八
八
年
の
貨
物
普
遁
約
款
は
こ
り
種
の
損
害
に
つ
い
て
一
定
也
援
制
割
合
を
定
め
て
い
た
が
、

一
九
一
九
年
約
款
ハ
一
一
線
二
競
)
、

分
損
不
機
保
お
よ
び
小
損
害
不
揖
保
の
特
約
の
起
源



一

橋

論

叢

第
二
十
八
会

第
一
一
一
裁

一
九
二
八
年
約
款
(
一
一
俊
一
披
)
に
お
い
て
は
こ
れ
を
貨
際
の
慣
習
に
一
任
し
た
。
し
か
し
ア
メ
日
カ
に
お
い
て
は
こ
れ
に
つ
い
て
約
款
上
定
b

が
あ
る
ハ

k
r
B
2
5
田・吋

3
・
)
。
な
お
積
荷
の
性
質
ま
た
は
環
痕
O

危
険
に
図
る
損
害
の
中
、
こ
の
積
の
損
害
に
限
づ
て
一
定
。
擬
制
損
害
割
合
を

定
め
、
ま
た
は
定
め
る
と
と
が
問
題
に
な
る
の
は
、
と
れ
ち
の
損
害
が
最
も
と
の
鮎
ぷ
お
い
て
恒
常
性
を
持
づ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

区

O
B。
EDaHHS
は
各
商
口
聞
に
づ
い
て
分
損
不
捨
保
お
よ
び
五
分
ま
た
は
三
分
以
下
の
小
損
害
不
捨
保
の
定
め
を
た
す
と
と
も
に
、
そ

の
各
菟
責
文
勾
に
引
積
き
t

E
H
Hロ
】
町
出
出
向
。
ロ
叩
吋
p
y
O
H・
4

け
げ
冊
目
一

F
H
U
σ
σ
.
回
汁
「
阿
世
ロ
円
四
四
仏
w
w

た
る
文
伺
を
挿
入
し
て
い
る
。
而
し
て
こ
の
場
合

S
M
U
g
m
g
q巳
た
る
文
字
は
畢
寛

R
8
3
宮
口
即
日
目
の
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
れ
ノ
て
、
共
同
権
損
の
性
質
そ
有
す
る
場
合
そ
除
き
、

(
註
一
〉

分
損
は
(
そ
の
全
部
又
は
一
部
V

を
負
捨
し
た
い
意
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
保
項
が
全
部
ま
た
は
一
部
の
分
損
不
携
保
の
例
外
と
し
て

先
づ
そ
れ
が
共
同
海
損
た
る
場
合
を
拳
げ
た
の
は
、
本
一
保
項
登
生
の
泊
草
お
主
び
そ
の
意
義
に
照
し
て
賞
品
加
の
こ
と
で
一
暗
記
。
し
か
し
フ

(
註
三
)

ヲ
ン
'
ス
に
お
い
て
は
同
種
約
款
に
づ
い
て
、
品
目
か
ら
か
か
る
例
外
の
相
場
合
を
認
め
一
な
か
っ
た
こ
と
は
先
に
越
ベ
た
。
次
に
船
舶
が
坐
礁
し

た
場
合
に
は
ま
た
例
外
と
し
て
損
害
が
草
稿
海
損
ま
た
は
小
損
害
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
負
捨
す
る
。
こ
の
例
外
は
地
中
海
以
来
の
同
種
約

(
註
開
〉

款
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
正
に
民

mws。
EDR--β
自
に
お
い
て
新
機
軸
を
た
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
次
に
述
べ
る
よ

3
に
爾
来
各
固
に
於
る
海
上
保
険
約
款
に
採
り
入
れ
ら
れ
、
世
に
こ
れ
を
♂
シ

F
シ
僚
項

(
H
r
o
E
b
ロ
ロ
V
5
0
)
と
俗
帯
す
る
に
至
A
J

た
@

而
し
て
こ
の
場
合
損
害
が
舶
舶
の
坐
一
礁
に
原
因
し
て
生
じ
た
と
、
原
因
せ
ず
に
生
じ
た
と
、
ま
た
そ
の
坐
礁
前
に
生
じ
た
と
、
坐
礁
後
に

生
じ
た
と
は
こ
れ
を
問
わ
た
い
の
で
あ
る
(
わ
記

向
。
司
。
。
ロ
印
可
ロ
の
色
。
ロ
丘
町
。
ロ
ミ
早
)
。
こ
の
よ
う
な
例
外
が
設
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
か
か
る
場
合
に
は
そ
の
損
害
は
保
険
の

目
的
の
性
質
か
ら
で
は
た
く
、
そ
の
外
部
的
事
情
、
す
な
わ
ち
坐
礁
に
原
因
し
て
生
じ
た
公
算
が
大
で
あ
る
か
ら
、
分
損
不
捨
保
ま
た
は

， 
惨，

， ， 

‘' 

~ 

F 
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タ

小
損
害
不
捨
保
の
特
約
を
設
け
た
一
理
由
、
す
た
わ
ち
損
害
の
原
因
に
闘
す
る
疑
が
大
い
に
減
却
さ
れ
る
か
ら
で
は
吋
碍
。
曾
て
は
こ
の
例

外
文
勾
た
る
ロ
ロ
ゲ
曲
目
匹
目
岳
山
℃
吉
田
仲

E
E包
を
F

舶
舶
の
坐
礁
に
原
因
し
た
場
合
を
除
き
の
意
、
す
な
わ
ち
第
一
の
例
外
の
場
合
同

様

m
M
8
3
5
の
意
ー
に
解
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
種
の
解
樟
は
、
直
き
に
覆
さ
時
間
。
し
か
し
現
代
諸
固
に
お
い
て
は
む
し
ろ

般
舶
の
坐
礁
(
そ
の
他
と
れ
に
準
ず
べ
き
事
故
)
に
昨
ド
損
害
を
生
じ
た
時
は
、
分
損
ま
た
は
一
定
小
損
害
を
填
補
す
べ
き
特
約
を
使
用

す
る
の
が
普
通
で
組
付
。
損
害
が
坐
礁
に
原
因
し
た
と
杏
と
を
問
わ
な
い
英
園
主
義
は
一
面
十
分
な
内
面
的
理
由
を
持
。
こ
と
は
前
述
の

./ 

遁
り
で
あ
る
が
、
他
面
保
険
者
の
立
場
か
ら
い
づ
て
明
か
責
任
が
加
重
と
た
る
不
都
合
を
菟
れ
難
い
。
英
固
に
あ
の
J

て
も
す
で
に
冨

8
5
・

B
E
E
Sロ
制
定
後
五
年
を
経
た
一
七
五
四
年
に
護
生
し
た
一
事
件
に
関
し
て
、
本
保
項
に
於
る
第
二
の
例
外
は
損
害
と
舶
舶
の
坐
礁
と

の
聞
に
因
果
閥
係
が
存
在
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
有
も
航
海
中
舶
舶
の
坐
礁
が
起
れ
ぽ
そ
の
損
害
を
境
捕
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る

主
い
う
剣
決
が
下
さ
れ
る
や
(
前
掲
円

U
S
E
-。ロ
4
・
po昆
oロ
krg・
参
照

H
F。
E
。
口
〉
曲
目
号

8
8
と

HWOE-
回
M

向
。
宮
口
問
。
の
一
一

舎
祉
は
事
の
議
期
に
反
す
る
も
の
と
し
て
、
倉
皇
と
し
て
そ
の
使
用
し
て
い
た
包

O
B
O
E
E
C
B
の
中
か
ら

E
S
F
:
E匂
宮
出

5
・

E
a
z
た
る
文
何
を
削
除
し
た
と
曹
と
が
括
的
。

(
詮
一
)
曾
て

a
p
E
Eロ
4
・

F
O
E
S
〉

a
-
H
g
に
お
い
て
、
本
文
句
を
次
の
叫
一
部
笠
宮
場
合
と
同
様
、
一
の
僚
件
、
す
な
わ
ち
同
時
に
共
同

海
損
が
愛
生
し
た
揚
舎
で
な
〈
ば
分
損
を
負
携
し
な
い
の
震
に
解
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
と
れ
は
後
に

FC己
冨
E
丘
町
広
(
呂

Hgロ
〈
・
∞
自
庄
町

同
吋
牢
)
に
よ
り
誤
解
で
あ
る
と
断
ぜ
ら
れ
、
本
文
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た
。
結
局
二
5

0

0
同

pggmo
ロ
昆

g
m
o
s
s
-
は

p
g
c同
宮
司
江
口
C
a

E
3
5
0
(草
加
調
書
償
不
抽
鳩
山
保
)
と
同
意
義
と
な
る
(
岡
、

CHaE昨
日

8
F
F
E
E
8ぐ・
kPEEP--EE哲
〉

g
2
1
8
5
δ
。

ハ
匙
=
〉

289 

と
れ
に
つ
い
て
は
本
輪
前
線
に
お
け
る
訟
明
参
照
。

分
損
不
鎗
保
お
よ
ぴ
小
銭
養
不
強
固
悼
の
特
約
の
起
源



〆'

第
二
十
八
巻

〉

一

橋

論

議

第
三
一
揖

(
詮
三
一
)

し
か
し
現
在
使
用
。
同
図
般
舶
普
遁
約
款
(
ニ
ム
ハ
僚
)
、
一
九
二
八
年
の
貨
物
普
通
約
款
ハ
一
一
俊
周
波
ー
ー
も
‘
っ
と
も
貨
物
が
帆
般
に
積

290 

載
さ
れ
た
と
き
は
三
分
の
吟

PHM岳
山
器
を
控
除
す
る
)
は
各
閣
の
例
に
倣
ぃ
、
と
も
に
共
同
海
損
の
場
合
に
は
例
外
を
設
け
て
い
%
。

(
註
四
)
し
か
し
地
中
海
約
款
時
代
に
お
い
て
も
、
分
損
不
損
保
の
特
約
に
関
し
て
宇
破
般
扶
態
愛
生
の
場
合
に
例
外
と
し
て
分
損
を
負
強
す
る
こ
と

の
あ
づ
た
事
貨
は
先
に
迷
ぺ
た
(
本
論
前
線
参
照
)
。

(
註
五

)
H
L
C
H仏
関
。
回
吋
。
ロ

E
2
0由
主
芹
〈

-Fcmw百
m
gロ
ハ
K
F同

HMOd-仏
国
酒
∞
∞

mw
同
-
P
(巴
)

)

a

(

註

ご

す

な

わ

ち

ピ

E
5
5
E
Q
が
か
の

Z
E
-
-
m
B
5
5
+
に
お
い
て
(
(
註
乙
参
号
、
こ
の
例
外
も
ま
た
共
同
海
損
に
闘
す
る

例
外
同
様
、

O
M
g同

VED口
の
意
に
解
す
ぺ
し
と
し
た
が

F
D
E
肉
。
ロ
可

Oロ
は
切
口

B
O
R
〈
・
閃
冊
目
印

g
m
gロ
Q
3
3
に
お
い
て
乙
れ
に
反
謝
し
た

(
ぽ
貸
出

FPロ
勺
・
同
苫
同

-
P
(ロ
)
)
。
か
か
~
る
解
輔
悼
は
も
と
よ
り
文
理
上
許
き
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
年
に
お
け
る
英
図
同
種
特
別
約
款
に
は

と
の

a
g切
立

Cロ
の
窓
、
す
な
わ
ち
原
因
主
義
に
基
づ
い
て
規
定
す
る
も
の
を
生
じ
た
。
例
え
ば
司

-
P
-
a
pロ
8
-
E
E
g
g
-
t
B
3
〈
C可担問。

口一
E
C田町田
w

何
回
丘
町
(
後
出
)
の
如
き
と
れ
マ
あ
る
。

(
詮
七
)
英
(
司
-

P
・ロ

HEmo--(註
穴
)
参
照
)
、
日
(
貨
物
普
通
約
款
二
五
保
守
お
よ
び
ニ
ム
ハ
僚
)
、
濁
〈
一
一
四
僚

E
同，

H
a
J可
。
ロ
ロ

g各
仲
品
目

m，

回
目
的
伊

HM田町高岡山
B
m
H同
世

HHPH口問申一向
pロ
ョ
(
本
約
款
の
現
代
解
蝿
悼
と
し
て
分
損
と
坐
礁
と
の
間
に
は
因
果
関
係
を
必
要
と
す
る
。
後
設
参
照
)
、
傍
(
一

九
三
八
年
貨
物
普
遁
約
款
一

O
俊
一
続
二
門
戸
国
白
血
w
m
z
g門戸
g
H
U
P
E
g
-広同
g
m
g同:・
j
i
-
-
J
等
の
悶
種
約
款
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
も
損

量
宵
と
生
保
(
そ
の
他
乙
れ
に
準
ず
べ
き
も
の
)
と
の
問
に
因
果
関
係
の
存
在
を
必
要
と
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
分
損
不
捲
侭
ま
た
は
小
損

害
不
携
保
の
例
外
に
つ
い
て
損
害
と
一
定
事
故
と
の
問
に
因
果
関
係
を
必
要
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
僚
項
愛
生
の
本
来
の
意
義
で
あ
る
損
害
が
保
険

の
目
的
の
稜
疫
に
出
で
た
か
否
か
の
確
定
。
困
難
、
ま
た
は
そ
の
額
畿
に
よ
る
保
険
者
の
手
数
の
繁
雑
の
同
選
と
い
う
理
由
は
全
く
失
わ
れ
、
保
険
、

者
。
本
来
。
損
害
填
補
責
任
範
園
の
制
限
と
い
う
別
個
の
理
由
が
新
に
生
れ
て
来
る
と
と
に
な
る
。
上
掲
現
代
各
閣
関
係
諸
約
款
は
正
に
こ
り
新
理

由
に
基
き
存
在
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
り
で
あ
る
。
な
お
後
設
本
文
参
照
。

ハ
註
八
)
だ
が
ロ
イ
ド
の
個
人
保
険
業
者
は
客
の
意
を
迎
え
る
た
め
に
、
従
来
遁
り
の
僚
項
に
援
っ
た
。
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一、

・pJ 

保、

(

註

一

)

、

(

註

二

)

と
の
第
二
の
例
外
を
た
す
船
舶
の
坐
礁
の
場
合
に
艶
し
一
八
六

O
年
頃
に
は
、
さ
ら
に
き
口
付
と
ぴ
号
与
と
が
一
般
的
に
宮
町
田
守

(
註
三
)

日
ロ
a
s
B
に
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
同
-u・
9・
の

-95叩
(
後
出
)
に
追
加
さ
れ
る
に
至
ク
た
。
績
い
て
従
来
の
帆
舶
に
代
わ
れ

J

て
汽
船
が

(
註
問
}

梅
洋
航
行
に
活
躍
す
る
に
お
よ
び
、

2
F
g
E回
目
。
ロ
ま
た
は
仲
r
n
H
P
B
p
m叩

t
o
g
s目白ご
gEEHM
が
こ
れ
ら
に
附
加
さ
れ
た
。

唱
と
れ
ら
保
険
者
の
責
任
の
損
大
は
、
要
す
る
に
被
保
険
者
の
要
求
に
押
さ
れ
、
ま
た
保
険
者
の
競
争
ま
た
は
営
業
政
策
上
の
必
要
か
ら
自

然
と
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
現
在
の
分
損
不
捲
保
も
し
く
は
小
損
害
不
揖
保
保
項
ま
た
は
約
款
に
づ
い
て
保
険
者
が
免
責
さ
れ
る

a

の
段
、
暴
風
雨
、
盗
難
そ
の
他
特
殊
の
危
険
事
故
だ
け
に
闘
し
て
で
あ
ク
て
、
責
際
上
損
害
の
起
り
易
い
大
部
分
の
事
故
の
場
合
に
は
、

保
険
者
は
そ
の
杢
損
た
る
と
分
損
た
る
と
を
問
わ
ず
、
全
損
害
額
を
支
拐
う
べ
き
責
任
を
負
う
結
呆
と
た
づ
た
の
で
あ
る
。

と
れ
有
名
な
の

-
E
H
2
0円
焼
事
件
(
一
八
九
三
年
)
に
お
い
て
』
口
町
長
話
回
P
円
安
川
田
が
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
知
ら
れ
る
(
の
D
司
市
・
同
∞
M
)
@

こ
の
の
ぽ
巳

2
2
焼
事
件
ま
で
は
本
此
陳
情
慣
に
お
け
る
ず
母
国
骨
な
る
文
字
は
特
に
限
ら
れ
た
意
味
に
解
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
貨
物
保
険
の
揚

合
そ
の
積
込
硲
舶
に
き
だ
火
災
が
起
れ
ば
よ
い
と
解
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
同
事
件
に
お
い
て
国

R
吉
田
州
事
が
こ
の
場
合
般
舶
会
慢
と
し
て
火
災

陀
握
っ
た
こ
と
を
要
ナ
と
し
た
た
め
、
こ
と
に
貸
際
界
に
一
大
衝
動
を
奥
え
、
爾
来
ζ

の
ず
口
百
円
に
代
え
る
に

O
同
防
お
な
る
文
字
を
使
用
し
)

以
て
被
保
険
者
ゆ
た
め
に
か
か
る
巌
絡
な
る
取
扱
を
避
け
ん
と
す
る
も
の
を
生
じ
た
。
な
お
火
災
は
坐
礁
、
沈
浪
、
衝
突
等

ρ事
故
と
異
り
、
そ
@

性
質
上
被
保
険
貨
物
だ
け
に
も
護
岸
一
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
〕
声
。

B
C
S口内
H
C
B
の
規
定
形
式
に
よ
れ
ば
か
か
る
場
合
に
は
保
険
者
の
責
任
の
例
外

(
詮
一
)

ハ
註
ご
)

同
・
句
-

P
・
口
E
C
m
O
(
後
掲
参
照
)
で
は
特
に
か
か
る
場
合
に
生
じ
た
貨
物

的
愛
生
は
見
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
後
に
現
わ
れ
た
{
九
一
二
年
の

の
損
害
で
も
保
険
者
ζ

れ
を
負
携
す
べ
き
ょ
う
這
加
規
定
さ
れ
る
に
至
フ
た
が
、
こ
の
齢
制
我
図
貨
物
普
通
約
款
(
二
五
僚
)
「
・
:
:
船
舶
英
ノ
他
ノ

総
選
具
/
沈
浸
:
:
:
火
災
三
凶
P
テ
生
シ
ダ
ル
分
損
」
(
濁
遜
普
遁
約
款
一
一
一
山
僚
二
項
は
火
災
が
船
舶
上
に
後
生
し
た
る
と
き
と
い
っ
て
い
る
か

ち
問
題
は
な
い
)
に
ヲ
い
て
も
問
題
が
あ
る
と
思
う
。

分
損
不
携
保
お
よ
び
小
損
害
不
携
傑
の
特
約
白
起
原
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梼

論

叢

第
二
十
八
巻

第
一
一
一
規

S4 

門
誌
Z
一
)

巴
ouヌ
出
句
。
ロ
♀
の
本
文
と
し
て
は
慶
夏
し
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
例
え
ば
手
筆
を
以
て
追
加
挿
入
さ
れ
た
の
マ
あ
る
。

而
し
て
と
の
中
後
者
の
方
が
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
と
O

事
貨
は
A
J

ま
り
英
図
に
お
い
て
も
本
僚
項
。
例
外
事
故
に
関
し
て
因
果
主

(
詮
周
u

• 
義
に
嫁
ら
ん
と
す
る
貸
際
界
の
動
向
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
衝
突
事
故
が
加
ヲ
た
年
代
に
関
し
て
は
明
確
な
資
料
は
な
い
が
、

円〉国田口

3
目
白
骨
出
沼
恒
円
由
民
8
2・
。
。
ロ
凸
由
民
0
5
a
g
M
M
Cロ
8
国
向
〉
ロ
g
同
回
同
居
∞
吋
)
の
附
録
、
肘
同
担

B
自
由
g
H
J
)ロの町田【
H
O
P
H片山田
-
F
C口仏
5
2
p
)

MM-H∞
ω
に
よ
れ
ば
、
営
時
の
ロ
ン
ド
ン
市
場
に
お
け
る
分
損
ま
た
は
小
損
害
不
槍
保
約
款
に
あ
フ
て
は
、
本
事
故
は
坐
礁
、
沈
浪
、
火
災
等
と
回
開

り
、
特
別
の
挿
入
に
よ
ヲ
て
契
約
さ
れ
た
と
の
と
之
で
あ
る
か
ら
ハ
。
司
。
P
冨
R
E
O
E
E
Sロ
8
1
z
g
g
pロ仏

g
p
g
g
H∞
∞
夕
日
M-Na
に・お

け
る
の
cロ
22aqo
司・

MM-kp・
の
註
を
見
て
も
同
町
内
OHOロロ
O
H
O
口

Oロ
E
Cロ
山
回
目
。
円
相
弘
司

3
、
回
目
担
向
。
一
と
し
て
あ
る
)
、
そ
の
頃
に
は
一
般
的
に
は

未
だ
本
事
故
の
遁
加
は
な
か
ヲ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
上
掲
の
の

8
8
8
5
に
あ
っ
て
も
側
、
白
、
北
米
等
θ

同
種
約
款
に
あ
ワ
て
は
、
す

で
に
衝
突
も
坐
礁
そ
の
他
の
重
大
事
故
と
と
も
に
嘗
然
分
損
ま
た
は
小
損
害
不
鎗
保
の
例
外
θ

場
合
を
な
し
て
い
た
の
を
見
る
。
な
お
蛍
時
に
お
け

る

g
-
-
E
oロ
に
闘
す
る
約
款
遁
加
文
匂
の
経
過
の
詳
細
に
ヲ
い
て
は
の
白
羽

HY]FUCiに
叙
惑
が
あ
る
。

。cm口同
hwm円。

以
上
は
主
と
し
て
医
師
H
H
H
O
E
D
R
E自
に
お
け
る
積
荷
に
闘
す
る
部
分
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
僚
項
は
さ
ら
に
船
舶
お
よ
び
運

賃
に
づ
い
て
規
定
を
設
け
て
い
為
。
す
な
わ
ち
そ
り
い
ず
れ
の
保
険
の
場
合
で
も
一
般
商
品
と
同
様
三
分
以
下
の
小
損
害
を
質
捨
し
な
い

が
、
該
損
害
が
共
同
海
損
で
あ
る
か
、
ま
た
は
船
舶
が
坐
礁
し
た
場
合
に
は
例
外
と
し
て
か
か
る
損
害
を
負
携
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。

・
従
ヲ
て
こ
れ
が
解
説
は
大
韓
積
荷
に
闘
し
て
今
迄
越
ベ
来
夕
、
た
所
で
輩
る
と
思
う
。
た
お
船
舶
お
よ
び
蓮
賃
に
闘
す
る
皐
猫
海
損
ま
た
は

小
損
害
不
捨
保
の
特
約
は
地
中
海
時
代
は
無
論
の
こ
と
、
英
園
で
も
本
保
項
制
定
以
前
に
は
見
か
け
た
か
づ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
事
貫

は
先
に
も
一
言
し
た
通
り
昔
時
は
船
型
は
小
さ
く
、
従
A
J

て
分
損
の
護
生
も
後
代
に
お
け
る
程
頻
繁
で
た
か
の

J

た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で

(
註
一
)

あ
る
。
た
お

HA。白血
O口
〉
窓
口
E
ロロ
O
と
討
。
uB-
闘い問。
r
g
m
o
の
一
一
枇
の
ば
g
H
O
B口
合
自
に
は
初
か
ら
運
賃
に
闘
し
て
は
か
か
る

-iホ&

予

-
oト
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主
ぞ

司6

-、

司.~

F‘ 
(
註
ニ
》

小
損
害
不
揖
保
の
特
約
を
設
け
て
い
た
か
ク
た
。

本
論
前
線
に
お
け
る
設
明
、
お
よ
び
後
出

A
S
S
-
F白
師
。
回
目
可
，
O
特
約
O
話
明
参
照
。

(註一
}Vo

冨

P同国
EHHHU・
H
S・
同
・
ロ
・
(
吋

y
d司
氏

mHEP白
血
吋
丘
町
可
・
同
会
参
照
。

(
註
一
)

は
一
七
八

0
年
代
に
至
り
ハ
ン
プ
ル
グ
に
停
わ
り
、
特
に
艶
損
し

易
い
積
荷
は

J
耳目

40ロ
回

2
0
E
a関
口
口
問

p
d
g
2
山
口
堅

S
E
A
H
D宮内
p-Mmww(坐
礁
ノ
場
合
ノ
外
、
分
損
(
皐
濁
海
損
)
不
捨
保
)

〈
註
一
)

の
僚
件
で
保
険
に
付
せ
ら
れ
る
こ
と
に
た
づ
た
。
そ
し
て
そ
の
目
的
は
損
害
護
生
の
事
会
、
そ
の
原
因
に
関
し
て
営
事
者
聞
に
お
け
る
呆

一
七
四
九
年
官
イ
下
詮
券
ほ
追
加
挿
入
さ
れ
・
庶
民

3
5
3
E『

HHS

て
し
の
た
い
紛
争
を
避
け
る
に
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
の
初
に
は
本
約
款
の
使
用
は
未
だ
限
ら
れ
て
い
た
が
、
漸
次
こ
れ
が
横
大
さ
れ
、
途

い
に
一
八
六
七
年
の
岡
市
の
普
通
約
款
に
お
い
て
は
積
荷
は
原
則
と
し
て
こ
の
草
稿
海
損
不
捨
保
の
僚
件
で
保
険
に
付
せ
ら
れ
た
も
の
と

(
註
二
)

し
、
特
に
保
険
者
の
責
任
の
損
大
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
新
に
そ
の
品
目
を
約
款
中
に
列
島
帯
す
る
こ
と
に
た
づ
た
。
た
お
と
の
一
八
六
七
年

の
普
通
約
款
に
お
い
て
は
、
営
時
制
定
さ
れ
た
同
園
商
法
の
規
定
と
歩
調
を
合
せ
、
本
保
項
の
例
外
の
場
合
と
し
て
坐
礁
の
外
、
さ
ら
に

(註一一一)

顕
覆
、
沈
浪
、
難
波
お
よ
び
火
災
を
加
え
た
。
こ
れ
も
年
代
の
関
係
か
ら
い
づ
て
英
園
に
お
け
る
同
種
約
款
に
お
け
る
迫
加
事
故
に
倣
ヲ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
そ
の
特
有
の

E

同
日
ロ
ロ
円

949
ユ2
3
の
特
約
か
ら
ι

ベSHMO
円
P49
ユg
宮
江
円
2
ロ
宵

2
=

の
特
約
、
と
進
展
し
、
こ
れ
が
さ
ら
に
英
園
同
種
約
款
の
影
響
を
受
け
て

J
E
5
円

94p
ユg
宮
込
山
2

5詰
2
9丘
:
:
:
ョ
(
一
定
事
故

(
註
四
)

-
一
因
ル
モ
ノ
ヲ
除
キ
分
損
不
捨
保
〉
と
し
て
現
在
同
園
の
賞
際
に
お
い
て
分
損
を
蒙
り
易
い
一
定
商
品
に
闘
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

。
た
と
と
は
、
既
述
し
た
通
り
だ
あ
る
。

5S 

293 

ハ
註
一
)

同
図
に
お
い
て
も
和
蘭
か
ら
惇
わ
ヲ
た
(
の

D
m
E
B
E
R
F円

ω
g
e
〉
己
司
句
勺

840HHHAS点

m
g
G
拙
著
、
察
、
前
線
第
二
章
近
世

分
組
明
不
擦
係
お
よ
び
小
損
害
不
権
保
O

特
約
の
起
原
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橋

論

業

費移 J 

十
l¥. 
4室、

第
三
裁

に
お
け
る
海
上
保
険
法
の
護
達
、
和
蘭
の
項
参
照
)
之
円
即
日

40口
出
担
S
H
a
w
w
w
a
h
p
a
d
Bロ
宮
田
口
F
P門出品川口出
m%
な
る
同
種
約
款
は
普
か

b
存
在

し
て
い
た
が
、
こ
れ
と
は
別
に
本
文
の
よ
う
な
船
舶
坐
礁
の
場
合
に
一
定
の
例
外
を
認
め
る
撃
が
ロ
ン
ド
ン
か
ら
渡
来
し
た
の
で
あ
る

(
P
S
T

Z
岳

w
E
O
耳
目
号
岳
民
g

g
仏

B
岳
仲
間
宮
足
立
口
E
山
口
官
肘
巳
耳
目
白
何
色
口
出
向
仏
O
H
F
2
0門田山口
F
R
g
m
E
出
廷
ロ

σミ
品
川
同
唱
。
y
H
M
-
z
a
)。
な

お
本
約
款
も
初
め
は
文
字
遁
り
艇
舶
坐
礁
の
と
き
は
例
外
と
し
て
分
損
に
針
ナ
る
保
険
者
の
責
任
を
認
め
て
い
た
が
(
司

szw
ロ

pas--c回
m
a
g

m白
白
色
目
。
ロ
ロ
oロ神田口町民
w
ロ
ロ
白
血
巳

g
由
民
ロ
ゲ
ロ
片
的
山
田
口
町
。
口
出
Pロ
色
色
a
B口げ
F
〉
目
前

EHHHSロ
H
5ロ
E
H由
8
1門白山
-
m
-
ω
N
3、
後
に
そ
れ
に
は
分
損

と
坐
礁
と
の
問
に
因
果
関
係
の
存
在
を
必
要
と
す
る
と
解
す
る
に
至
っ
た

(
H
2
5
8
m
-
H
N
S
)。
な
お
現
行
一
九
一
九
年
普
通
約
歎
第
一
一
四
俊
策
、

一
項
第
二
裁
参
照
。

ハ
註
ニ
)

な
お
現
行
海
上
保
険
普
遁
約
款
第
八
二
僚
参
照
。

(
註
三
)

現
在
の
普
遁
約
款
に
お
い
て
は
以
上
の
外
、
他
艇
と
の
衝
突
、
射
撃
、
爆
愛
が
遁
加
さ
れ
て
い
る
(
一
九
一
九
年
海
上
保
険
普
遜
約
款
一
一

四
保
二
項
参
照
)
。

(
註
四
)

こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
一
定
事
故
は
必
要
に
鷹
じ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
貨
物
普
通
約
款
第
一

O
僚
第
一
撲
に
よ
れ
ば
火
災
、
坐
礁
、

難
破
、
ま
た
は
海
水
が
浸
入
し
た
結
果
避
難
港
に
寄
航
し
て
、
砂
く
と
も
積
荷
。
四
分
の
三
を
積
卸
ナ
必
要
を
生
じ
た
場
合
を
指
し
、
さ
ら
に
貨
物

が
陸
上
に
厳
置
さ
れ
、
ま
た
は
陸
上
も
し
く
は
河
川
運
送
中
の
と
き
に
は
地
震
、
噴
火
、
津
浪
、
大
湖
、
汽
車
の
股
線
、
ま
た
は
衝
突
、
橋
梁
ま
た

は
隠
遣
の
破

9

壌
が
追
加
さ
れ
る
。
な
お
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
舵
舶
に
づ
い
て
は
と
の
種
の
約
款
は
使
用
さ
れ
な
い
と
の
と
と
で
あ
る
。
そ
の
譲
は

か
か
る
例
外
を
認
め
る
と
き
に
は
、
相
市
長
は
保
険
者
よ
り
填
補
を
得
ん
が
た
め
に
、
故
意
に
か
か
る
一
定
の
事
故
の
愛
生
を
促
す
倶
が
あ
る
か
ち
で

あ
る
と
(
臣
官
ユ
ロ
-
N
a
E
)。
こ
の
積
の
考
え
方
は
曾
て
〈
白
ロ
ロ
が
片
岡
自
口
月
号
、
雪
山
O
約
款
去
の
も
の
が
ナ
で
に
船
長
を
し
て
会
損
の
費
生
を

誘
致
す
芯
倶
が
あ
る
か
ら
、
か
か
る
特
約
は
無
効
で
あ
る
と
解
し
た
の
と
〈
前
述
参
照
)
一
一
脈
白
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

-

td司
片
付

H
H
P
4
0
g
m
o
z
w
h
h
片
目
白
骨
O
B
吉
江
Hod-P吋

P
4
0
E
m
o
u
J
h
J
o
E
H
H
0
2
0ロ
HU士
、
の
泊
革

¥ 

をI

"，. 

企 ， 
も

ち

v 
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主
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〆ヨh

"" w 

ハ1
)
線
設

医師

S
O
S白
血

β
S
は
そ
の
制
定
嘗
時
に
あ
っ
て
は
、
極
め
て
通
商
、
貿
易
界
の
賞
情
に
遁
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
何
分
分
損
不
揖
保

ま
た
は
五
分
の
小
損
害
不
捨
保
の
特
約
が
適
用
さ
れ
る
品
目
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
時
代
の
境
運
に
臆
じ
て
こ
れ
が
改
正
を
行
う
必

要
を
生
じ
た
。
こ
と
に
一
般
商
品
を
通
じ
て
保
険
契
約
者
は
保
険
料
の
低
廉
を
欲
す
る
闘
係
か
ら
、
分
損
不
捲
保
の
取
極
め
の
需
要
が
激

増
し
た
が
、
本
保
項
白
瞳
(
ロ
イ
下
詮
券
の
本
文
〉
の
改
訂
は
行
わ
た
い
こ
と
に
た
づ
て
い
た
結
果
、
新
に
特
別
約
款
を
作
成
し
て
こ
れ

項
目
付
H
H

白

-4m叶
p
m
m
(
4『・

p・
)

を
ロ
イ

F
詮
券
に
挿
入
す
る
と
と
に
し
た
。
か
か
る
特
別
約
款
に
大
別
し
て
コ
一
種
類
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

の

F
5
0
〈
分
損
ま
た
は
皐
濁
海
損
捨
保
、
す
た
わ
ち
小
損
害
不
捨
保
)
、
片
品
。
号
。
日
]
u
p
込山

2
日常

P
4
0
g
m
o
Q
-
M
U・国
2

)

口
-
2
2
(分

(
註
一
)
(
註
ニ
)

損
ま
た
は
単
調
海
損
不
捨
保
)
、
け
O
z
-
-
o
m
m

。
巴
可
(
同
-

H

・
。
・
)
己
主
詰
(
全
損
ノ
ミ
捨
保
)
の
特
約
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
中

4
『

-
P
-

民巾
B
O
Bロ
P
H
B
費
生
嘗
時
に
お
け
る

-
の

H
9
5
0
の
境
運
は
大
韓
同
・
匂
-
m
w
・
0
-
P
5
0
の
そ
れ
に
並
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
義
も

と
異
り
、
そ
の
内
容
が
雨
者
交
錯
し
て
復
雑
と
な
ク
た
時
代
に
あ
づ
て
は
、
そ
の
聞
に
根
本
的
差
異
は
な
く
た
り
、
雨
者
と
も
品
目
の
工
う

に
損
害
の
原
因
に
闘
す
る
紛
争
の
回
避
、
小
損
害
填
補
に
関
す
る
手
数
の
省
略
の
た
め
の
外
、
危
険
率
の
異
る
物
品
に
謝
す
る
保
険
料
の

均
等
化
、
保
険
料
の
低
減
等
の
目
的
の
た
め
に
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
た
っ
た
。
た
お
こ
の
雨
種
約
款
と
も
、

作
成
後

民
0
5
0
2ロ仏
B

暫
ら
く
し
て
世
に
現
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
註
一
)

ζ

れ
ら
に
も
各
キ
種
類
、
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
者
-
P・口
HPZ8
に
闘
し
で
は
普
遁
白
も
り
の
外
、
坐
礁
(
開
睦
沙
)
、
沈
浪
、
火
災
、
衝
突
等

の
事
故
愛
生
の
場
合
に
、
ま
た
は
か
か
る
事
故
に
悶
り
生
ビ
た
損
害
が
一
定
小
損
害
額
に
達
し
ま
た
は
超
過
し
な
い
と
き
は
、
保
険
者
は
そ
の
責
を

兎
れ
る
。
商
し
て
か
か
る
損
害
が
一
定
小
損
害
剣
合
額
に
遣
し
ま
た
は
超
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
金
額
一
ま
た
は
そ
の
超
過
額
に
つ
き
責
を
負
う
も
の
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一
-
橋
治
叢

第
二
十
八
巻
第
三
貌

主
な
す
も
の
が
あ
る
(
ア
ン
ト
ワ

T
プ
普
遁
約
款
一

d
僚
、
北
米
合
衆
盟
約
款
、
(
の

O
O
B伊
良
O
H
M
-
8
3、
わ
が

Mm舶
保
険
特
別
約
款
第
四
種
、

MW阿
8
混
同
。
ミ

O
H
N
Cミ

HM-kr・
参
照
)
。
こ
の
種
の
司
・
世
・
約
款
は
普
遁
の
司
・
匝
・
約
款
に
よ
る
よ
り
も
保
険
者
。
立
場
は
一
一
暦
安
全
ま
た
は
有

利
と
な
る
こ
と
は
曹
を
倹
た
な
い
。
次
に
同
・
切

-
P・ロ
-PC目
。
に
闘
し
で
も
普
通
の
も
の
の
外
(
こ
れ
を
特
に
同
・
匂
-
担
・
ロ
ロ
ゲ
出
国
と
い
う
こ
と
が
あ

る
可
分
損
(
皐
濁
海
損
)
不
携
保
に
例
外
を
認
め
な
い
も
の
|
|
た
だ
し
全
部
ま
た
は
一
部
白
共
同
海
損
は
こ
れ
を
負
婚
す
る
|
|
い
わ
ゆ
る
同
-

MY
担
・
与

g
z
g々
が
あ
る

Q
g
t
z
s
g
P
5
2・
5
8
0
Q
N
)
w
J
1
0官
官

(3w
出
口
口
♂
わ
が
船
舶
保
険
特
別
約
款
第
二
一
種
参
照
)
。
こ
の
内
・

MM・
p
-
p
z
c
z
s
-己
は
主
と
し
て
般
舶
保
険
に
使
用
さ
れ
る
。
け
だ
し
船
舶
、
こ
と
に
劣
等
艇
に
関
し
て
坐
礁
そ
の
他
一
定
事
故
殺
生
の
場
合
。
、

ま
た
は
事
故
に
因
る
分
損
に
謝
し
て
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
と
れ
b
の
事
故
が
寅
際
上
主
た
る
災
害
の
場
合
を
な
す
事
貨
に
鑑
み
、
且
、
ま
た
腿

舶
は
積
荷
と
異
り
か
か
る
事
故
に
図
り
分
損
を
蒙
る
こ
と
が
頗
る
多
い
た
め
、
保
険
者
の
責
任
が
遁
重
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
き

p

p
D

に円・

-
-
G
・
に
円

J

い
て
も
本
来
白
・
も
の
の
嬰
種
と
し
て
現
賃
金
損
だ
け
を
負
携
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
推
定
全
損
は
こ
れ
を
除
く
も
の

(
p
m
P
E
a

s
o
江田附

DFヴ
m
b
E
S
S
E
r
a
s
-可
(
k
p
S
E
E
m
-
唱。

N))、
損
害
防
止
費
用
を
負
携
し
な
い
も
の
(
↓
・
岡
、
.
。
・

5
聞な

l
!こ
こ
に
出
。

と
口
は
ロ

O
白
血
守
師
、
向
。
各
担
片
的

g
の
略
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
勺
イ
ド
の
慣
習
土
問
。
田
口
宮
内
担
出
向
日
pげ
Oロ
ユ
ロ
関
口

MMRmg
を
意
味
せ
し
め

る
。
な
お
こ
の
穫
の
特
約
は
主
と
し
て
再
保
険
の
場
合
に
使
用
す
る
(
り

0
5
8
H
V・
ま
ω・
念
品
唱
の

HHHHHSoa
】u
・
戸
出
・
(
ヴ
)
)
、
積
荷
そ
の
他
。
目
的

が
蛍
該
艇
舶
の
金
損
に
悶
り
全
損
を
蒙
ヲ
た
場
合
、
だ
け
填
補
す
る
も
の
(
〉
宮
山

E
Y
E
-
o
g
cご
宮

〈

g即日
E
q
-
-。
5
P
5
E
O

E
E
H
8
8
w
2
0同
2
8
-
a
Q
E
m
o田
ω
丘
町
仏
・
尽
き
・

MM-hHN)w
官
官
、
山
口

2
8
s
-

一cg
ヴ可

H
C
S】
-
o
g
c同
40田
問
。
】
(
ハ
村
瀬
博
士
四
六
九
頁
)
)
等

が
あ
る
。
以
上
諸
約
款
の
内
容
お
よ
び
解
訟
に
つ
い
て
は
拙
著
海
上
損
害
論
ご
六
七
頁
以
下
参
照
。

(
註
二
)

わ
が
現
行
艇
舶
特
別
約
款
に
は
草
加
拘
海
損
不
権
保
三
種
類
(
第
三
種
司
・
句

-
k
p
pず
臼

O
E
Z守
山
口
白
日
ロ
仏
宙
開
問
・
ロ

-
P
-
第
四
種
何
回
《
括
協

同
。
ミ

o
H
N
O次
回
ν
・
kt・
-
第
五
種
可
・
司
・
〉

-C巳
o
g
o
g
-
m
-
ロ
・
。
・
)
、
会
損
ノ
ミ
捲
保
二
種
類
(
第
一
種
吋
-
F・
。
・
第
二
種
司
・
〉
-
K
F
・
之
口
)

が
定
め
忘
れ
て
い
る
が
、
と
の
中
後
0

種
類
は
明
治
初
年
以
衆
我
園
海
上
保
険
舎
粧
が
英
鴎
の
例
に
倣
い
、
般
舶
保
険
の
引
受
に
使
用
し
た
約
-
款
に

尚
来
し
‘
前
θ

種
類
は
日
露
戦
争
以
後
わ
が
海
上
保
険
業
一
の
後
長
に
仲
2
m
て
生
れ
た
約
款
に
基
づ
〈
(
東
京
海
上
火
災
保
険
株
式
合
鮭
六
十
年
史
三

幅民“

t 

' 

4
・

噌

r 

:&9($ 

L 

E多民

R"~~' ， 
ト

"'"長、一句 、_-'.L.-
・~"'，~
.薗島三



. 
' 

府
、血

、~

" ¥ 

" 
h 

.r 

O
四
頁
参
照
υ。
な
お
こ
れ
ら
の
約
款
O

内
容
お
上
ぴ
解
設
に
つ
い
て
は
拙
著
海
上
損
害
論
二
六
七
頁
以
下
参
照
。

(2)th
同吋

g
同
3
5
M
M
P立件。
C
H
2
2叩
gmH4u

に
お
け
る
冒
頭
文
勾
と
費
る
と
こ
ろ
が
た
か
っ
た
。
す
た
わ
ち
、

/
4
4
9
3
8
g
a

p
g
吟

O
B
P
2
5
M
3
d巳
2
白川町

g
q
p
H
M
2
s
o
岳
山
ゆ
田
守

g
r仏
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
と
の
文
句
を
有
す
る
特
別
約
款
が

同・匂

-P・口
HP50
の
冒
頭
文
句
は
民

0828hHHHB

宮町

HHHOBロ
AHHHS
中
の
分
損
不
捨
保
の
特
約
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
い
品
目
の
商
品
に
遁
用
さ
れ
た
。
次
に
ま
た
尾
町

S
O
Bロ
P
H
S
に
お
け

る
と
同
様
、

A
J
損
不
捨
保
の
例
外
を
生
ず
る
場
合
の
事
故
と
し
て
田
守

8
2ロ
恨
の
外
に
由
民
口
付
と
げ

5
5
と
が
加
わ
り
、
ま
た

E940・

g
m
O
B
S
F曲
目
的

8
2
pつ
の
意
味
を
明
瞭
た
ら
し
め
る
た
め
、
ち

Pユ
H
S
-
2
P
4
0
E
m
o
た
る
文
字
が
使
用
さ
れ
る
に
至
り
、
本
特
約
の

内
容
は

d
g叶
E
ロ
g
a
守
g
吟

OBHUP叶片山
g
-
E
P寸
2m世間
o
d己目白血

5
0
目
立
℃
げ
叩

mH吋白
HH円
山
内
仏
由
民
己
♂

O司
げ
再
三
と
た
う
た
。
さ
ら

(
註
一
)

に
船
舶
だ
け
で
た
く
鮮
に
う
い
て
も
同
様
た
例
外
の
場
合
を
認
め
る
必
要
を
生
じ
、
本
特
約
は

d
2
3
3
z
a
守
g
号

O
S
M】目、三時
g
E吋

軸

H40叶
a
o
g
H
O
m田
F
o
z
m
m
m
H
2
2
P
3
げ
ゆ
え

B
E
a
w
出回口付

O叶
げ
は
司
ロ
グ

bpoげ
の

S
F
2
H山内
E
2
げ
即
日
出
向
臼

2
5色
相
世
間
品
開
・

吋白
H
A
W

品回目白ロ吋

mwD00
と
い
う
、
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。
船
舶
の
衝
突
が
重
大
海
上
事
故
の
性
質
を
帯
び
る
に
至
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
例
外

の
相
場
合
の
事
故
に
追
加
す
る
こ
と
と
た
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

E
8
5。ロ

た
る
・
英
字
を
用
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
師
連
の
よ
う
に
多

〈
は

2
s
o
E
5
9向。

t
o
g
g白
血
げ

w
o
o
-
r目
。
口
当
日

5

8
可

0
5
2
国
庄
司

2
4
m
a
m
-
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る
支
何
北
挿
入
し
た
。

(
註
ニ
)

さ
ら
に
ま
た
い
わ
ゆ
る
特
別
費
用
(
田
宮
口

g
H
2
吉
一
司
位
。
巳
尽
の
げ
号
略
国
)
の
負
捨
に
闘
し
、
時

OHVPU刊
当
時
各
。

H嵐
広

mHw
同
2
s
p
a山口
m

g
a
o
F
2
名
目

ogH
口
ぽ
常
的
自
由
民

2
5
5
2白
た
る
文
何
(
片
足
当
常
門
出
口
関
口

-950)
が
加
え
ら
れ
た
が
、
本
文
勾
の
最
後
の

o
F
2
呂
町
a

297 
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anFHogmg
た
る
字
勾
は
庚
義
に
失
す
る
賄
も
あ
る
し
、
保
険
者
は
こ
れ
に
よ
り
普
通
の
保
険
詮
容
に
お
い
て
負
捨
す
る
こ
と
を
要
す

A
H
損
不
晶
需
品
作
お
よ
び
小
損
害
不
携
保
の
特
約
の
起
原
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。
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∞
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損
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あ
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扶
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損
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は
比
較
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近
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に
至
る
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の
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に
小
さ
く
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に
因
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損
の
程
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合
一
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普
通
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も
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見
た
か
っ
た
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は
普
通
貨
物
と
同
様
に
一
一
一
回
分
の
A
H
損
を
不
捲
保
と
す
る

民
2
5
Bロ
E
S
の
規
定
、
ま
た
は
一
定
の
小
損
害
割
合
を
不
捨
保
と
す
る
分
損
不
捨
保
約
款
で
事
が
足
り
て
い
た
。
而
し
て
大
型
船
舶

の
航
海
が
盛
に
た
っ
た
時
代
に
た
っ
て
も
、
船
舶
保
険
は
貨
物
保
険
に
お
け
る
よ
う
に
同
・
切
-
m
w
-

の
形
式
に
よ
る
よ
り
も
保
険
者
は
こ
れ

/
を
一
屠
そ
の
責
任
を
制
限
し
た
も
の
に
よ
る
を
便
と
し
た
た
か
、
新
に
こ
-

0
・
ま
た
は
同

-P・
P-(吟
S
E
E
P
-
-
雪
印
日
ト
ル
〉
た
る

川
特
約
が
作
成
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
英
闘
で
は
損
害
を
受
け
易
い
貨
物
に
つ
い
て
戸
可
-
P
-

己
2
8

老
齢
船
舶
は
一
般
に
こ
。
で
契
約
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
が
費
肢
で
結
予

が
使
用
さ
れ
る
に
劃
し
て
、

ー
註
一
)
丹

D
E
H
c
a
o国
々
の
特
約
一

2
5
p
o
g
pロ
'
p
a
g官
公
-p・
p-)
と
同
一
視
ナ
る
事
者
も
あ
る
が
(
村
瀬
博
・
+
函
六

O
頁
、
な
お
本

邦
艇
舶
保
険
特
別
約
款
第
一
種
お
よ
び
第
二
種
表
題
参
照
)
、
]
百
円

KFH55HM・
ωHN
は
任
意
救
助
料

(
g
z
p間百¥口
E
品
g
)
の
負
擦
に
闘
し
、
爾

者
間
に
相
逮
駄
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
前
者
に
お
い
て
は
該
費
用
を
負
携
し
な
い
が
、
後
者
に
お
い
て
は
と
れ
を
負
抽
嘱
す
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

(

匙

ご

)

P

F

0
・
は
こ
の
外
積
荷
存
保
険
に
閉
じ
て
も
用
い
ら
れ
る
(
〉
門
間
O
C
E
い
由
・
唱
。

δ
。

件
-

M

・
o-
た
ま
る
契
約
に
闘
す
る
訴
訟
事
件
と
し
て
古
い
も
の
は
一
八
六
三
年
の

K
E
P
目
的
ぐ
・
民
P
岳
g
N
H
O

で
あ
る
。
し
か
し

0
8
8
8
(
k
v
m
2
3
5
2
民
P
ユ
片
山

B
冊
目
、
。
。
白
色
位
。
口
白
血

g
句

OH山口
2
q
k
r
s
s
J
H∞
∞
可
〉
の
附
録
同
盟
-BSAHO萌
可

O戸
時

O
Z
A目
。
句
宅 。0

・
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H

橋

論

叢

第
二
十
八
品
位

¥ 

第
三
一
旗

は
そ
の
ロ
ン
下
ン
市
場
約
款
中
に
は
未
だ
こ
れ
を
拳
げ
て
い
た
い
の
で
あ
る
か
ら
、
・
英
国
で
は
嘗
時
ま
だ
{
般
的

(
註
一
)

に
は
こ
の
種
の
約
款
は
行
わ
れ
て
い
た
が
っ
た
の
で
は
た
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
特
約
の
下
に
お
い
て
は
保
険
は
現
賃
金
損

S
E巴
仲
0

・

民
P
F
O口
角
叶
叩
血
W

0
・件。.

g
H
H
o
g
)
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
べ
き
解
樺
ま
た
は
推
定
金
損

(g口
白
骨

H
C♀』
4
0

仲

O
E
-
-
o回
出
)
、
た
ら
び
に
損
害
防
止
費
用
だ
け
を
負
捲

《

註

一

一

〉

(

註

一

℃

。

す
る
。
従
づ
て
ブ
ラ
シ
ス
に
お
け
る
同

E
S
円
P
4
2

ュ2
の
特
約
と
一
致
す
る
と
と
ろ
か
多
U

さ
れ
ば
本
特
約
は
一
一
醸
英
国
海
運
、

貿
易
界
の
需
要
に
慮
じ
白
か
ら
そ
の
護
生
を
見
た
も
の
と
の
解
樟
を
た
す
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
上
掲
約
款
か
ら

示
唆
を
受
什
て
そ
の
作
製
を
促
が
さ
れ
た
事
賓
が
た
い
と
も
い
え
た
い
ゃ
う
で
あ
る
。

。
。
即
日
お
お
は
ア
メ

F
カ
合
衆
闘
約
款
と
し
て
片
岡
8
え

m
B
R巴

E
仏
官
邑
口
己
m
w
H
P
5
5唱
す
な
わ
ち

S
R
H
o
-
U
2
8
8
S
H
0
8
・

e . 
(
註
一
)

丘町
B
B
H
な
る
も
の
を
掲
げ
て
い
る
(
問
書
句

-
N
H
3
0
な
お
村
瀬
博
士
回
大
八
頁
は
「
金
損
ノ
ミ
」
携
保
白
契
約
は
欧
洲
に
お
い
て
十
八
世
胞
の

末
葉
ま
で
は
盛
に
行
わ
れ
た
が
、
近
時
漸
〈
減
退
す
る
に
至
ち
た
と
設
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
と
れ
ほ
か
の
吟
詑
百
円
雪

-Rぽ
の
契
約
の
と
と
で
は

な
い
か
と
忠
わ
れ
る
《
一
〉
民
OBOSHHac自
の
生
成
お
よ
び
解
訟
の
項
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
約
款
の
詑
明
参
照
)

ハ
詮
二
〉

も
づ
と
も

P
B
P口
qP4PH向
。
の
方
は
損
害
防
止
費
用
を
も
負
鎗
し
な
い
(
岡
上
参
照
〉
。

わ
が
園
現
行
の
船
舶
特
別
約
款
「
杢
損
ノ
ミ
」
捨
保
僚
項
を
仔
細
に
観
察
す
る
者
は
共
の
諸
項
に
つ
き
疑
問
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。

(
1〉

第
一
種
に
お
い
て
保
険
者
は
専
ら
全
損
だ
け
を
負
捨
す
る
に
拘
ら
ず
、
英
圏
の
件
-

H

・
0
・
(
全
損
の
外
、
損
害
防
止
費
用
を
も
負
捨
ナ
る
)

た
る
慣
用
何
を
営
飲
め
た
こ
と
、
(

2

)

第
二
種
に
お
い
て
全
損
の
外
、
約
款
に
い
わ
ゆ
る
救
助
費
(
こ
れ
は
現
行
普
通
約
款
上
損
害
防

〈
註
)

止

費

用

、

こ

れ

に

準

ず

べ

き

費

用

お

よ

び

共

同

海

損

費

用

を

含

む

)

を

も

負

捨

す

る

場

合

に

英

園

の

同

-
P

4

け・
H

・
0
・
を
賞
飲
め
た
い
で

p
m
~の
を
用
い
た
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

‘~ 

.) 
V 

d 

， ，唱
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• 
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ヘ
註
)

と
れ
は
例
え
ば
艇
舶
が
一
旗
遭
難
す
る
も
大
し
た
損
傷
を
受
け
る
こ
と
な
〈
し
て
安
全
港
に
入
航
し
た
よ
う
な
場
合
仏
費
用
を
指
ナ
の
マ
あ
る
。

先
づ

(
1
〉
か
ら
述
べ
れ
ば
先
に
も
一
言
し
た
よ
う
に
、
本
邦
に
お
け
る
「
杢
損
ノ
ミ
」
捨
保
保
項
は
わ
が
国
の
保
険
舎
祉
が
替
業
を

開
始
し
て
以
来
用
い
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
営
時
に
お
け
る
英
園
の
?
F
0
・
ま
た
は
同
-
p
・
p-

の
内
容
を
わ
が
固
に
引
嘉
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
嘗
時
は
未
だ
(
奮
)
商
法
も
制
定
さ
れ
お
ら
ず
、
ま
た
わ
が
海
上
保
険
詮
券
中
に
は
英
園
詮
券
の
よ
う
に
損
害
防
止
僚

項
(
m
C
o
s
a
F
Pぴ
0
5
0
H
P
S
白
)
も
存
し
な
か
っ
た
の
で
、
損
害
防
止
費
用
は
こ
れ
を
負
携
す
る
義
務
が
た
い
も
の
主
解
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
は
元
来
英
園
の
営
該
特
別
約
款
に
依
り
つ
つ
も
そ
の
内
容
は
こ
れ
と
異
り
、
損
害
防
止
費
用
乞
負
捨
し
た
い
、
同
種
約
款
が
生
れ

J

た
の
で
あ
る
。
(
一
2
〉
そ
の
後
「
全
損
ノ
ミ
」
捨
保
で
契
約
し
た
と
き
で
も
救
助
費
(
上
掲
参
照
)
を
負
捨
し
た
い
と
き
は
、
船
主
は
事

故
珪
生
の
際
と
か
〈
損
害
防
止
を
怠
り
、
そ
の
結
果
は
全
損
の
費
生
を
招
き
保
険
者
の
利
盆
を
害
す
る
と
ξ
が
多
い
事
費
に
鑑
み
、
と
と

に
新
に
「
金
損
ノ
ミ
」
救
助
費
捨
保
と
い
う
新
約
款
が
生
ず
る
に
至
っ
た
。
市
し
て
こ
れ
を
英
文
で
表
示
す
る
際
、
最
早
?
日
・
0
・
を
以

て
す
る
こ
と
は
前
掲
の
沿
革
に
照
し
て
不
都
合
た
事
情
が
あ
る
た
め
、
と
れ
と
同
義
語
と
解
せ
ら
れ
た
同
・
日
に
を
以
で
し
た
も
の
の
如

〈
で
あ
る
。
た
だ
と
こ
に
疑
問
と
た
る
の
は
、
し
か
ら
ば
何
故
さ
ら
に
と
れ
に
田
守
を
附
加
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本
来
こ
こ

に
と
。
ξ
い
う
む
は
g
-
g
m
o
Q
P
R
m
g
す
た
わ
ち
住
意
救
助
料
の
こ
と
で
あ
っ
て
ハ
も
っ
と
も
再
保
険
に
お
け
る
慣
用
何
と
し
て
特
に

と
o
の
略
字
を
以
て
ω
5
9
昆
EFHHぴ
O
号
。
F
P
持
何
回
を
表
示
す
れ
Q

と
と
は
あ
る
)
、
英
園
で
は
こ
れ
を
m
g
g仏

F
Pぴ
O
ロ
吋
の
伊
国
防
局
g

の
中
に
入
れ
て
い
た
い
結
果
、
そ
れ
を
負
捨
す
る
必
要
の
あ
る
と
き
は
特
に
こ
れ
を
附
加
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
わ
が
園
の
場
合

は
貫
は
こ
の
例
に
倣
A
J

た
の
で
あ
る
が
、
本
来
日
P
H
4
P
唱
の
宮
、
持
骨
除
共
同
海
損
費
用
を
含
ま
た
い
、
か
ら
、
こ
の
遁
加
だ
け
で
は
本
邦

豹
款
に
お
け
る
救
助
費
を
蔽
う
語
に
壮
行
か
た
い
)
か
く
て
本
邦
船
舶
特
別
約
款
に
お
け
る
第
二
種
の
英
文
名
た
る
ヘ
F
9
・
?
号
段
、

分
撹
不
鎗
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第
二
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八
念

第
三
一
揖

• 

そ
の
内
容
売
る
全
損
お
工
び
救
助
費
揖
保
、
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
と
い
い
得
た
い
の
で
あ
る
。
た
だ
救
助
費
揖
保
た
る
骨
一
四
棄
捻
わ
が
囲

で
は
従
来
か
ら
使
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義
ま
た
は
内
容
が
腰
昧
で
あ

p
、
た
だ
漠
然
v
と
こ
れ
を
遁
維
の
場
合
に
支
出
さ

れ
る
べ
き
諸
費
用
の
こ
と
と
解
し
て
い
た
有
様
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
営
初
は
と
に
か
く
、
途
に
今
日
の
如
く
共
同
海
損
を
含
め
た
庚
汎

た
内
容
の
も
の
と
解
す
る
商
慣
習
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぼ
こ
の
特
約
は
わ
が
園
調
得
の
も
の
で
あ
づ
て
、

と
れ
と

E
確
に
そ
の
内

容
の
合
致
す
る
英
国
約
款
は
見
嘗
ら
た
い
需
で
あ
る
。

ハ
註
一
)
同

-
p
p
の
意
義
に
関
し
て
は
前
述
参
照
。

な
お
わ
が
図
に
お
い
て
は
明
治
初
年
以
来
英
図
海
上
保
険
取
引
の
慣
行
と
、
わ
が
商
法
の
規
定
と
に
挟
ま
れ
て
、

za損
ノ
ミ
」
檎
保
な
る

慣
用
匂
に
つ
い
て
そ
の
解
緯
が
如
何
な
る
蝿
変
遷
を
見
せ
た
か
、
ま
た
そ
れ
に
感
じ
て
「
会
損
ノ
ミ
」
救
助
費
携
保
ま
た
は
「
金
損
ノ
ミ
」
救
助
脂
質
不

鎗
保
な
る
慣
習
匂
が
如
何
に
交
互
錯
綜
し
て
使
用
さ
れ
た
か
に
翻
し
て
は
、
村
瀬
博
士
四
宍
四
支
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。

ハ
詮
二
)

も'

。
U 

Jト.司、

， 句。

三

.. 
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